
固
定
資
産
税
の
減
免

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
は
、
申

請
に
よ
り
固
定
資
産
税
が
減
免
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象　

29
年
１
月
１
日
現
在
で
65
歳

以
上
、
特
別
障
が
い
者
、
寡
婦
、

寡
夫
の
い
ず
れ
か
で
、
次
の
す
べ

て
を
満
た
す
人

○
所
有
者
お
よ
び
所
有
者
と
生
計
を

一
に
す
る
人
の
所
得
が
、
市
民
税

均
等
割
非
課
税
限
度
額
以
下

○
自
ら
の
居
住
用
以
外
の
土
地
や
家

屋
を
持
っ
て
い
な
い

○
家
屋
の
課
税
延
床
面
積
が
70
㎡
以

下

29
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
付

　

通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
29
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
計
算
方
法

　

29
年
度
保
険
料
の
計
算
方
法
は
次

の
と
お
り
で
す
。
所
得
が
低
い
世
帯

の
保
険
料
は
軽
減
後
の
額
に
な
り
ま

す
。

29
年
度
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
申
請

　

７
月
か
ら
29
年
度
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
全

○
固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税
を
含

む
）
の
年
税
額
が
土
地
と
家
屋
を

合
わ
せ
て
５
万
円
以
下

減
免
額　

29
年
度
固
定
資
産
税
（
都

市
計
画
税
を
含
む
）
の
２
分
の
１

申
請
に
必
要
な
物　

29
年
度
固
定
資

産
税
納
税
通
知
書
、
運
転
免
許
証

な
ど
の
身
元
確
認
書
類
、
個
人
番

号
確
認
書
類
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド
な
ど
）
、
印
鑑

申
請
方
法　

　

８
月
31
日
㈭
ま
で
に
直
接

※
本
人
が
申
請
。
本
人
に
よ
る
申
請

が
困
難
な
場
合
は
問
い
合
わ
せ

申
請
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

道
路
非
課
税
申
告

　

私
道
を
「
公
共
の
用
に
供
す
る
道

路
」
と
し
て
負
担
し
て
い
る
場
合
、

認
定
さ
れ
る
と
道
路
部
分
の
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
非
課
税
に
な

り
ま
す
。

対
象

　

道
路
形
態
で
通
行
に
何
ら
制
約
を

設
け
ず
広
く
不
特
定
多
数
の
人
に

利
用
さ
れ
て
い
る
道
路

※
専
用
道
路
、
通
行
制
限
、
障
害
物

が
あ
る
、
他
人
に
有
料
で
貸
し
付

け
て
い
る
、
植
木
鉢
、
自
転
車
な

ど
を
日
常
的
に
置
い
て
い
る
場
合

な
ど
を
除
く

申
告
に
必
要
な
書
類

　

印
鑑
、
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確

認
が
で
き
る
物

※
代
理
人
が
申
告
す
る
場
合
は
委
任

状
が
必
要

申
告
・
問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

固
定
資
産
税
第
２
期
分
の

納
付
期
限
は
７
月
31
日
㈪

　

期
限
内
に
最
寄
り
の
取
扱
金
融
機

関
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
市
税
の
納
付
に
は
、

便
利
で
安
心
・
安
全
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
納
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
延
滞
金

な
ど
が
加
算
さ
れ
る
場
合
あ
り

◆
日
曜
納
付
相
談

　

平
日
に
相
談
で
き
な
い
人
は
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

と
き　

７
月
30
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

納
税
課
（
市
役
所
別
館
２
階
）

※
証
明
書
の
発
行
な
ど
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

額
免
除
、
一
部
免
除
（
４
分
の
３
免

除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除
）
、

納
付
猶
予
を
申
請
で
き
ま
す
。
ま
た
、

離
職
し
た
人
に
は
特
例
に
よ
る
免
除

制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

免
除
の
結
果
は
、
前
年
度
の
所
得

な
ど
で
国
が
審
査
し
決
定
し
ま
す
。

※
納
付
猶
予
制
度
は
28
年
７
月
か
ら
、

対
象
年
齢
が
30
歳
未
満
か
ら
50
歳

未
満
に
拡
大

申
請
方
法　

　

年
金
手
帳
、
印
鑑
を
持
っ
て
直
接

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
な
ど
（
す
べ
て
コ
ピ
ー
可
）

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
代
理
人
の
身
分
証
明
証　

申
請
・
問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

７
月
は
現
況
届
の
提
出
月

　

20
歳
前
障
が
い
に
よ
る
障
害
基
礎

年
金
や
、
福
祉
年
金
か
ら
切
り
替
わ

っ
た
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る

人
（
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド
が
６

３
５
０
ま
た
は
２
６
５
０
）
は
、
毎

年
７
月
が
現
況
届
の
提
出
月
で
す
。

　

現
況
届
は
、
引
き
続
き
年
金
を
受

け
る
権
利
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め

の
大
切
な
も
の
で
す
。

　

対
象
者
に
は
、
７
月
上
旬
に
日
本

年
金
機
構
大
阪
広
域
事
務
セ
ン
タ
ー

か
ら
現
況
届
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
し
、
７
月
28
日
㈮

ま
で
に
、
市
民
課
国
民
年
金
グ
ル
ー

プ
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

　７月は「社会を明
るくする運動」の強
調月間です。犯罪や
非行の防止と、罪を
償った人たちの更生
への理解を深め、犯
罪や非行のない明る
い社会を築こうとす
る全国的な運動で、今年で67回目を迎えます。
 市でも次の日程で街頭キャンペーンを行います。
とき・ところ
○７月３日㈪…京阪門真市駅前
○７月４日㈫…京阪大和田駅前
○７月５日㈬…京阪古川橋駅前
※時間は午前10時～11時
問合先　人権女性政策課  ☎０６(６９０２)６０７９

対象　小・中学生、高校生、特別支援
学校の児童・生徒
画材・サイズ　描画材料は自由。サイ
ズは画用紙の四ツ切、八ツ切もしく
はそれに準ずるもの
応募方法　９月８日㈮までに市選挙管
理委員会へ持参
※市立小・中学校の児童・生徒は学校
を通じて提出

審査　審査は第３次審査まで。第１次
審査の結果は広報かどま11月号で発
表予定

※第１次審査の入選作品は30年１月頃
に北河内府民センターに展示予定

※詳しくは市ホームページ参照
応募・問合先
　市選挙管理委員会事務局
　☎０６(６９０２)６９９０

～ポスターで明るい選挙を呼びかけませんか～

　

高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
家
計
に

対
す
る
医
療
費
の
自
己
負
担
が
過
重

と
な
ら
な
い
よ
う
、
医
療
機
関
で
自

己
負
担
分
を
支
払
っ
た
後
、
月
ご
と

の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
部
分

を
事
後
的
に
保
険
者
か
ら
払
い
戻
す

制
度
で
す
。

　

８
月
か
ら
、
制
度
の
持
続
可
能
性

を
高
め
、
世
代
間
の
負
担
の
公
平
や
、

負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る

観
点
か
ら
、
70
歳
以
上
の
人
の
高
額

療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
左
表

の
と
お
り
見
直
さ
れ
ま
す
。

問
合
先

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

※
所
得
未
申
告
の
人
は
申
告
が
必
要

○
年
間
保
険
料
…
均
等
割
額
（
５
万

１
６
４
９
円
）
＋
所
得
割
額
（
賦

課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
×
10

・
41
％
）

◆
保
険
料
の
納
付
方
法
は
特
別
徴
収

ま
た
は
普
通
徴
収

○
特
別
徴
収
…
年
金
か
ら
保
険
料
を

天
引
き

○
普
通
徴
収
…
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
で
保
険
料
を
納
付

※
普
通
徴
収
の
人
で
も
、
年
度
途
中

に
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
る
場
合

あ
り

※
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、
被

保
険
者
証
、
通
帳
、
通
帳
印
を
持

っ
て
申
請

申
請
・
問
合
先

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

保
険
料
は
納
付
期
限
内
の
納
付
を

　

国
民
健
康
保
険
料
２
期
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
１
期
の
普
通
徴
収

の
納
付
期
限
は
次
の
と
お
り
で
す
。

納
付
期
限　

７
月
31
日
㈪

◆
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

保
険
料
の
納
付
に
は
、
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
保
険

収
納
課
窓
口
で
は
、
金
融
機
関
の
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
簡
単
に
口
座
振

替
の
登
録
が
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
９
４

◆
日
曜
納
付
相
談

と
き　

７
月
30
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別
館
１
階

）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
納
付
書

・
保
険
証
の
発
行
は
不
可
。
後
日

郵
送

問
合
先

　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

国
民
健
康
保
険
短
期
被
保

険
者
証
を
更
新

　

８
月
１
日
㈫
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
、
７
月

19
日
㈬
か
ら
保
険
収
納
課
窓
口
で
交

付
し
ま
す
。

　

仕
事
な
ど
で
、
業
務
時
間
内
に
来

庁
で
き
な
い
人
は
、
夜
間
交
付
窓
口

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
夜
間
交
付
窓
口

と
き

　

７
月
26
日
㈬
〜
28
日
㈮
・
31
日
㈪

午
後
５
時
30
分
〜
７
時
30
分

持
ち
物　

印
鑑
、
来
庁
者
の
本
人
確

認
が
で
き
る
物
（
運
転
免
許
証
な

ど
）
、
短
期
被
保
険
者
証

問
合
先

　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

が
８
月
か
ら
桃
色
に
な
り
ま
す

　

新
し
い
被
保
険
者
証
を
７
月
初
旬

に
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。
有
効

期
間
は
、
８
月
１
日
㈫
〜
30
年
７
月

31
日
㈫
で
す
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た

被
保
険
者
証
は
、
健
康
保
険
課
ま
で

返
却
ま
た
は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

還
付
金
詐
欺
な
ど
を
防
ぐ

親
子
紙
す
き
教
室

　

還
付
金
詐
欺
な
ど
に
注
意
し
て
も

ら
う
た
め
、
牛
乳
パ
ッ
ク
を
利
用
し

て
ハ
ガ
キ
を
手
作
り
し
、
お
じ
い
さ

ん
や
お
ば
あ
さ
ん
な
ど
に
送
り
ま
せ

ん
か
。

と
き

　

７
月
25
日
㈫

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

家
庭
用
の
廃
食
用
油
を
回
収

　

リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
回
収
し
ま
す
。

※
ラ
ー
油
、
ご
ま
油
は
対
象
外

と
き　

７
月
18
日
㈫

　

午
後
２
時
〜
３
時

※
当
日
会
場
へ
直
接

と
こ
ろ

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
横
駐
車
場

※
悪
天
候
の
場
合
は
中
止

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
消
費
生
活
研
究
会
・
葭
田

☎
０
９
０（
２
１
０
１
）５
９
４
４

費
用　

１
０
０
円

持
ち
物　

送
り
先
が
わ
か
る
物

申
込
方
法　

７
月
１
日
㈯
か
ら
電
話
。

ま
た
は
当
日
会
場
へ
直
接

保

険

保

険

年

金

年

金

消
費
生
活

消
費
生
活

税

金

税

金

明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集

国
民
健
康
保
険
に
お
け
る
70
歳
以
上
の
人
の

高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

◆８月からの自己負担限度額と判定基準

所得区分
自己負担限度額（月額）

外来（個人単位） 外来＋入院
（世帯単位）

課税所得
145万円以上

５万7600円
〔７月までは４万4400円〕

８万100円＋１％（注１）
（４万4400円） （注２）

一　般
１万4000円

（年間上限14万4000円）
〔７月までは１万2000円〕

５万7600円
（４万4400円） （注２）

〔７月までは４万4400円〕

低所得Ⅱ（注３）
8000円

２万4600円

低所得Ⅰ（注４） １万5000円

※入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外の費用を除く
（注１）医療費が26万7000円を超えた場合は、超えた分の１％を加算
（注２）（　）内の金額は年３回以上該当した場合の４回目以降の額
（注３）低所得Ⅱとは、同一世帯員全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ

以外の被保険者
（注４）低所得Ⅰとは、同一世帯員全員が住民税非課税で、世帯全員

の個々の所得が０円となる被保険者（ただし、公的年金等控
除額は80万円として計算）または同一世帯員全員が住民税非
課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者

税金／保険平成29年7月号
広報かどま 4


